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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＣ電流の伝送のための少なくとも１つの電気ケーブル（１０ａ、１０ｂ、１０ｃ）を
包含するデバイスであって、
　前記電気ケーブルが、少なくとも１つの第１の半導体層（１２ｃ）によって取り巻かれ
る細長い電気導体（１１ａ、１１ｂ、１１ｃ）と、前記第１の半導体層を取り巻く電気絶
縁層（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ）と、前記電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層（１４ａ
、１４ｂ、１４ｃ）とを包含し、
　前記電気ケーブル（１０ａ、１０ｂ、１０ｃ）が、さらに、空間電荷トラップ層（１５
ａ、１５ｂ、１５ｃ）を包含し、前記層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）が、少なくとも１つ
の有機ポリマおよび少なくとも１つのリニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得
され、前記空間電荷トラップ層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）が前記電気ケーブルの前記電
気絶縁層（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ）と物理的に接触するように、前記空間電荷トラップ
層が前記電気ケーブルの前記第２の半導体層（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）を少なくとも部
分的に置換し、前記空間電荷トラップ層が、２０℃において少なくとも１０１３Ω．ｍの
抵抗率を有することを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記電気ケーブルが電気ケーブル・フィッティングと結合されるとき、前記フィッティ
ングが少なくとも１つの半導体要素（２１、２２、３１）を包含し、前記空間電荷トラッ
プ層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）は前記フィッティングの前記半導体要素と少なくとも部
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分的に物理的に接触することが意図されていることを特徴とする、請求項１に記載のデバ
イス。
【請求項３】
　ＤＣ電流の伝送のための電気ケーブルのためのフィッティング（２０、３０）を包含す
るデバイスであって、
　前記フィッティングが少なくとも１つの半導体要素（２１、２２、３１）を包含し、か
つ少なくとも１つの電気ケーブル（１０ａ、１０ｂ、１０ｃ）と結合されることが意図さ
れ、
　前記電気ケーブルが、少なくとも１つの第１の半導体層（１２ｃ）によって取り巻かれ
る電気導体（１１ａ、１１ｂ、１１ｃ）と、前記第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層（
１３ａ、１３ｂ、１３ｃ）と、前記電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層（１４ａ、１４
ｂ、１４ｃ）とを包含し、
　前記フィッティング（２０、３０）が、さらに、空間電荷トラップ層（１５ａ、１５ｂ
、１５ｃ）を包含し、前記層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）が、少なくとも１つの有機ポリ
マおよび少なくとも１つのリニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得され、
　前記空間電荷トラップ層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）は、前記電気ケーブルの前記電気
絶縁層（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ）と物理的に接触し得るように、前記空間電荷トラップ
層に前記電気ケーブルの前記第２の半導体層（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）を少なくとも部
分的に置換することが意図されており、前記空間電荷トラップ層が、２０℃において少な
くとも１０１３Ω．ｍの抵抗率を有することを特徴とするデバイス。
【請求項４】
　前記空間電荷トラップ層（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）が前記フィッティングの前記半導
体要素（２１、２２、３１）と少なくとも部分的に物理的に接触することを特徴とする、
請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　ＤＣ電流の伝送のための少なくとも１つの電気ケーブル（１０ｄ）を包含するデバイス
であって、
　前記電気ケーブルが、少なくとも１つの第１の半導体層（１２ｄ）によって取り巻かれ
る細長い電気導体（１１ｄ）と、前記第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層（１３ｄ）と
、前記電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層（１４ｄ）とを包含し、
　前記電気ケーブル（１０ｄ）が、さらに、前記電気絶縁層（１３ｄ）を取り巻き、かつ
前記第２の半導体層（１４ｄ）によって取り巻かれる空間電荷トラップ層（１５ｄ）を包
含し、前記空間電荷トラップ層が、少なくとも１つの有機ポリマおよび少なくとも１つの
リニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得され、前記空間電荷トラップ層が、２
０℃において少なくとも１０１３Ω．ｍの抵抗率を有することを特徴とするデバイス。
【請求項６】
　前記空間電荷トラップ層（１５ｄ）が、前記電気ケーブル（１０ｄ）の全長に延びるこ
とを特徴とする、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記空間電荷トラップ層（１５ｄ）が、前記電気絶縁層（１３ｄ）および前記第２の半
導体層（１４ｄ）と物理的に接触することを特徴とする、請求項５または６に記載のデバ
イス。
【請求項８】
　前記電気ケーブルが電気ケーブル・フィッティングと結合されるとき、前記フィッティ
ングが少なくとも１つの半導体要素を包含し、前記空間電荷トラップ層は前記フィッティ
ングの前記半導体要素と少なくとも部分的に物理的に接触することが意図されていること
を特徴とする、請求項５乃至７のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項９】
　前記空間電荷トラップ層が、前記電気ケーブルの前記電気絶縁層と前記電気ケーブル・
フィッティングの前記半導体要素の間に位置決めされるべく意図されていることを特徴と
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する、請求項２乃至４および８のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記リニア型フィラーが、前記ポリマ組成物の前記有機ポリマ（１つまたは複数）の誘
電体定数より少なくとも高い誘電体定数εを有する材料であることを特徴とする、先行す
る請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記リニア型フィラーが、前記ポリマ組成物の前記有機ポリマ（１つまたは複数）の誘
電体定数より少なくとも２倍高い誘電体定数εを有する材料であることを特徴とする、先
行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記リニア型フィラーが、吸湿性でないことを特徴とする、先行する請求項のうちのい
ずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記リニア型フィラーがナノ粒子を包含することを特徴とする、先行する請求項のうち
のいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記リニア型フィラーがカーボンブラックであることを特徴とする、請求項１３に記載
のデバイス。
【請求項１５】
　前記リニア型フィラーが前記有機ポリマと異なるポリマを包含することを特徴とする、
先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記有機ポリマと前記リニア型フィラーが機能性有機ポリマを形成することを特徴とす
る、先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記空間電荷トラップ層が、２０℃において少なくとも１０１８Ω．ｍの抵抗率を有す
ることを特徴とする、先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記ポリマ組成物が多くとも重量比１０％のリニア型フィラーを包含することを特徴と
する、先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記空間電荷トラップ層が、前記ケーブルの前記電気絶縁層と同じポリマ的性質を有す
ることを特徴とする、先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記空間電荷トラップ層が、少なくとも０．５ｍｍの厚さを有することを特徴とする、
先行する請求項のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記電気ケーブル・フィッティングが前記ケーブルの１つの端を取り巻くことを特徴と
する、請求項２，３，８のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記電気ケーブル・フィッティングが、ジョイント（２０）または終端部（３０）であ
ることを特徴とする、請求項２，３，８のうちのいずれか１つに記載のデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気ケーブルおよび／または電気ケーブル・フィッティングおよび空間電荷
トラップ層を包含するデバイスに関する。
【０００２】
　本発明は、通常、ＤＣ電流の伝送のための電力ケーブルおよびそのフィッティングの分
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野に適用できるが、他の分野にも適用してもよい。
【背景技術】
【０００３】
　電力ケーブルは、通常、中電圧（特に６ｋＶから４５‐６０ｋＶまで）または高電圧（
特に６０ｋＶ超、可能性として８００ｋＶまでの範囲にわたる）ケーブル、特にＤＣ電流
（すなわち、ＤＣ電圧）伝送のためのケーブルである。
【０００４】
　中電圧または高電圧電力ケーブルは、通常、細長い中心電気導体、およびこの電気導体
周りの連続した同軸の第１の半導体層（または内層）、電気絶縁層、および第２の半導体
層（または外層）を包含する。これらの層は、１つまたは複数のポリマをベースにしてお
り、架橋されても、されなくてもよい。
【０００５】
　電力ケーブル・フィッティングの例には、電力ケーブル・ジョイントおよび終端部があ
り、これらのフィッティングは、従来的に１つまたは複数の半導体要素を包含する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このタイプのケーブルの前記フィッティングの半導体要素と電気絶縁層の間の電気的特
性における不連続は、空間電荷の蓄積に起因する電界強度の局所的な増加または電界の作
用下に置かれる空間電荷を引き起こすことがある。
【０００７】
　フィッティングとケーブルの間の境界において局所化されるこの電界は、懸案の電気ケ
ーブルおよび／またはフィッティングの絶縁破壊を引き起こすことがあり、したがって、
停電によって生じるよく知られた経済的結果を伴う送電網の信頼性に対する憂慮すべき脅
威である。
【０００８】
　本発明の目的は、特に、空間電荷をトラップし、それにより、前記ケーブルと前記アク
セサリの間の境界における電気絶縁破壊を著しく制限するか、または防止することを可能
にする、電気ケーブル・フィッティングとの結合が意図された電気ケーブルを包含し、ま
たは電気ケーブルとの結合が意図された電気ケーブル・フィッティングを包含するデバイ
スを提供することによって、先行技術のテクニックの欠点を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、少なくとも１つの第１の半導体層によって取り巻かれる細長い
電気導体と、第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層と、電気絶縁層を取り巻く第２の半導
体層とを包含する少なくとも１つの電気ケーブルを包含するデバイスであり、電気ケーブ
ルが、さらに、空間電荷トラップ層を包含し、この層が、少なくとも１つの有機ポリマお
よび少なくとも１つのリニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得され、空間電荷
トラップ層が電気ケーブルの電気絶縁層と物理的に接触するように、空間電荷トラップ層
が電気ケーブルの第２の半導体層を少なくとも部分的に置換することを特徴とする。
【００１０】
　より詳細には、電気ケーブルが、少なくとも１つの半導体要素を包含する電気ケーブル
・フィッティングと結合されるとき、空間電荷トラップ層はフィッティングの半導体要素
との少なくとも部分的な物理的接触が特に意図される。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、電気ケーブル・フィッティングを包含するデバイスであって、
前記フィッティングが少なくとも１つの半導体要素を包含し、かつ少なくとも１つの電気
ケーブルとの結合が意図され、前記電気ケーブルが、少なくとも１つの第１の半導体層に
よって取り巻かれる細長い電気導体と、第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層と、電気絶
縁層を取り巻く第２の半導体層とを包含し、フィッティングが、さらに、空間電荷トラッ
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プ層を包含し、この層が、少なくとも１つの有機ポリマおよび少なくとも１つのリニア型
フィラーを包含するポリマ組成物から獲得され、空間電荷トラップ層が電気ケーブルの電
気絶縁層と物理的に接触できるように、空間電荷トラップ層が電気ケーブルの第２の半導
体層を少なくとも部分的に置換することが意図されていることを特徴とする。
【００１２】
　より詳細には、空間電荷トラップ層がフィッティングの半導体要素と少なくとも部分的
に物理的に接触してもよい。
【００１３】
　本発明の第３の態様は、
　－　少なくとも第１の半導体層によって取り巻かれる細長い電気導体、第１の半導体層
を取り巻く電気絶縁層、および電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層を包含する少なくと
も１つの電気ケーブルと、
　－　少なくとも１つの半導体要素を包含する、前記電気ケーブルが結合される電気ケー
ブル・フィッティングと、
　を包含するデバイスであって、
　デバイスは、電気ケーブルの電気絶縁層およびフィッティングの半導体要素の間に位置
決めされる空間電荷トラップ層をさらに包含し、空間電荷トラップ層は少なくとも１つの
有機ポリマおよび少なくとも１つのリニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得さ
れることを特徴とする。
【００１４】
　好ましくは、空間電荷トラップ層が電気ケーブルの電気絶縁層と少なくとも部分的に物
理的に接触するように、かつ／またはフィッティングの半導体要素と少なくとも部分的に
物理的に接触するように、空間電荷トラップ層が電気ケーブルの第２の半導体層を少なく
とも部分的に置換する。
【００１５】
　本発明の第４の態様は、少なくとも１つの電気ケーブルを包含するデバイスであって、
前記電気ケーブルが、少なくとも１つの第１の半導体層によって取り巻かれる細長い電気
導体と、第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層と、電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層
とを包含し、電気ケーブルが、さらに、電気絶縁層を取り巻き、かつ第２の半導体層によ
って取り巻かれる空間電荷トラップ層を包含し、空間電荷トラップ層が、少なくとも１つ
の有機ポリマおよび少なくとも１つのリニア型フィラーを包含するポリマ組成物から獲得
されることを特徴とする。
【００１６】
　空間電荷トラップ層は好ましくは電気ケーブルの全長に延び、特にそれは電気ケーブル
の長さに押し出し成形される層である。
【００１７】
　より詳細には、空間電荷トラップ層は、電気絶縁層および第２の半導体層と物理的に接
触してもよい。
【００１８】
　１つの特定の実施態様においては、電気ケーブルが、少なくとも１つの半導体要素を包
含する電気ケーブル・フィッティングと結合されるとき、空間電荷トラップ層にフィッテ
ィングの半導体要素との物理的接触が意図される。
【００１９】
　これを行なうために当業者は、可能性として単純に電気ケーブルの一部分を剥ぐこと、
特に空間電荷トラップ層へのアクセスを得るために、第２の半導体層の一部分を除去する
ことになるであろう。
【００２０】
　本発明の第４の態様の電気ケーブルは、本発明の第１、第２、および／または第３の態
様を形成するデバイス内に使用されてもよい。
【００２１】
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　本発明の１つの特定の実施態様においては、空間電荷トラップ層が、電気ケーブルの電
気絶縁層と、動作構成においてそのケーブルが結合される電気ケーブル・フィッティング
の半導体要素の間に位置決めされることが意図される。言い換えると、電気ケーブルの電
気絶縁層は、本発明のデバイスの動作構成において、電気ケーブル・フィッティングの半
導体要素（１つまたは複数）と物理的に接触しない。
【００２２】
　本発明においては、空間電荷トラップ層は、電気ケーブルの電気絶縁層がフィッティン
グの前記半導体要素と物理的に接触することを防止する。
【００２３】
　好ましくは、空間電荷トラップ層は、空間電荷トラップ層が存在しなかった場合に電気
ケーブルの電気絶縁層が物理的に接触しがちなフィッティングの構成要素である半導体要
素のすべてとの前記電気絶縁層の物理的な接触を防止する。
【００２４】
　本発明は、前記ケーブルと結合されるフィッティングと電気ケーブルの間の境界におい
て、特に電気ケーブルがＤＣ電流の伝送に使用されるときに生じがちな絶縁破壊を著しく
制限し、または防止することさえ有利に可能とする。
【００２５】
　「空間電荷トラップ層」の語句は、多数のトラップを包含する層を意味すると理解され
る。本発明においては、これらの（半導体材料の背景で理解されているところの）トラッ
プが、価電子帯と伝導帯の間に位置するエネルギ・レベルを有する。これらは、材料内に
存在する電荷キャリアがトラップされることを可能にし、通常は伝導帯の０．４ｅＶ下で
あってもよい。
【００２６】
　「リニア型フィラー」の用語は、ＤＣ電圧下における抵抗率が印加される電界と実質的
に独立なフィラーを意味すると理解される。
【００２７】
　「半導体」の語句は、ＩＥＣ　６０８４０標準に従って測定される、好ましくは２０℃
において大きくても１０００Ω．ｍ（オーム・メートル）の電気抵抗率を有し、かつ好ま
しくは２０℃において小さくても０．５Ω．ｍの電気抵抗率を有する層または要素を意味
する。
【００２８】
　「電気絶縁」の語句は、好ましくは２５℃における電気伝導度が大きくても１×１０‐

９Ｓ／ｍ（ジーメンス・パー・メートル）であってもよい層または要素を意味すると理解
される。
【００２９】
　要素ＡとＢの間に直接接触が存在し、前記要素ＡとＢの間に介挿される中間要素が皆無
であるとき、要素Ａと要素Ｂは「物理的に接触する」と言う。
【００３０】
　電気ケーブルが電気ケーブル・フィッティングと結合されていると言うとき、また結合
が意図されていると言うとき、または電気ケーブル・フィッティングが電気ケーブルと結
合されていると言うとき、または結合が意図されていると言うとき、これはより詳細には
電気ケーブルの端のうちの少なくとも１つが前記フィッティングと結合されているか、ま
たは結合が意図されていることを意味する。
【００３１】
　デバイスが複数の電気ケーブルを包含するとき、前記電気ケーブルの各々は、前記フィ
ッティングと結合されているか、または結合が意図されている端を包含する。
【００３２】
　好ましくは、空間電荷トラップ層は電気ケーブルのもっとも高い電位、たとえばその電
気ケーブルの電気導体と電気的に接続されない。したがって、特に、電界をコントロール
することは意図されていない。
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【００３３】
　本発明のリニア型フィラーは、有利には有機ポリマ（１つまたは複数）の誘電体定数よ
り少なくとも高い誘電体定数εを有する材料であり、好ましくは有機ポリマ（１つまたは
複数）の誘電体定数より少なくとも２倍高い誘電体定数εを有する材料であってもよい。
【００３４】
　特に、有機ポリマの誘電体定数の値とリニア型フィラーの誘電体定数の値の間の差が大
きいほど、空間電荷のトラップが良好になる。
【００３５】
　誘電体定数εは、真空の誘電体定数との相対で定義され、慣例的にＡＳＴＭ　Ｄ　１５
０によって決定される。
【００３６】
　本発明によれば、リニア型フィラーは、好ましくは、ほとんど吸湿性でないか、または
まったく吸湿性でないフィラーであり、言い換えるとそれは、湿分を殆ど、またはまった
く吸収しない（または、実際に吸収しない）フィラーであってもよい。リニア型フィラー
の吸湿特性は、したがって、最小であってもよい。
【００３７】
　第１の特定の実施態様によれば、リニア型フィラーがナノ粒子を包含してもよい。
【００３８】
　リニア型フィラーとしてのナノ粒子の存在は、ポリマ組成物内のフィラー自体の間の凝
集の効果が著しく制限されるか、または防止されることさえ有利に可能にする。
【００３９】
　「ナノ粒子」の用語は、寸法のうちの少なくとも１つがナノスケールであり、好ましく
は寸法のうちの少なくとも１つが大きくても１００ｎｍであるフィラーを意味すると理解
される。
【００４０】
　リニア型フィラーは、とり得る最大の比表面積を有するように、たとえば走査型電子顕
微鏡を用いて観察されるような実質的な非球体フィラーとすることができる。例として、
リニア型フィラーをカーボンブラック、好ましくは非球体カーボンブラック（すなわち、
「ファーネス」ブラックと呼ばれるカーボンブラック）とすることができる。カーボンブ
ラックは、特に、前記多様な性質を有しており、すなわち、ほとんど吸湿性ではなく、サ
イズにおいてナノスケールであり、かつ非球体である。
【００４１】
　第２の特定の実施態様によれば、有機ポリマおよびリニア型フィラーが機能性有機ポリ
マを形成してもよい。
【００４２】
　前記機能性有機ポリマは、有機ポリマおよびリニア型フィラーによって形成される混合
物に置き換わるが、巨大分子鎖および少なくとも１つの官能基を構成し、その結果、ポリ
マの巨大分子鎖が有機ポリマとして使用され、官能基がリニア型フィラーとして使用され
る。
【００４３】
　したがって、官能基の誘電体定数εが、機能性ポリマの巨大分子鎖のそれより少なくと
も高くなり、好ましくは官能基の誘電体定数εが、機能性ポリマの巨大分子鎖のそれの少
なくとも２倍高い。
【００４４】
　例として、有機ポリマおよびリニア型フィラーに置き換わる機能性有機ポリマは、エチ
レン‐酢酸ビニルコポリマ（ＥＶＡ）、またはエチレン‐アクリル酸ブチルコポリマ（Ｅ
ＢＡ）とすることができる。ＥＶＡにおいては酢酸ビニル機能がリニア型フィラーの役割
を演じ、ＥＢＡにおいてはアクリル酸ブチル機能がリニア型フィラーの役割を演ずる。
【００４５】
　第３の特定の実施態様によれば、リニア型フィラーが本発明のポリマ組成物の有機ポリ
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マと異なるポリマを包含してもよい。したがってその組成物は、前記有機ポリマおよびそ
れとは別のリニア型フィラーとしてのポリマを包含する。
【００４６】
　例として、リニア型フィラーは水素化ニトリルブタジエンゴム（ＨＮＢＲ）であっても
よい。
【００４７】
　第１および第２の特定の実施態様は、空間電荷トラップ層内のイオン性不純物の存在を
著しく抑えるか、防止さえすることから特に有利である。したがって、デバイスがその動
作構成となったとき、絶縁破壊の問題が最適な方法で制限される。
【００４８】
　本発明によれば、空間電荷トラップ層が、ＩＥＣ　６０８４０標準に従って測定される
、有利には２０℃において少なくとも１０１３Ω．ｍ、好ましくは２０℃において少なく
とも１０１８Ω．ｍの電気抵抗率を有してもよい。
【００４９】
　ポリマ組成物は、多くとも重量比１０％のリニア型フィラーを、好ましくは多くとも重
量比２％のリニア型フィラーを、特に好ましくは多くとも重量比１％のリニア型フィラー
を包含してもよい。
【００５０】
　空間電荷トラップ層は、その一部について、ケーブルの電気絶縁層と同一のポリマ性を
有してもよく、空間電荷トラップ層と電気ケーブルの電気絶縁層の間における最適な接着
の保証を可能にする。
【００５１】
　空間電荷トラップ層のポリマ性は、空間電荷トラップ層の獲得を可能にするポリマ組成
物を構成する有機ポリマ（１つまたは複数）によってより詳細に定義される。
【００５２】
　例として、空間電荷トラップ層は、（架橋されない）熱可塑性、（架橋された）熱硬化
性、またはエラストマの層であってもよい。またそれが有極性または無極性であってもよ
い。
【００５３】
　したがって、それのポリマ性は、有利には電気ケーブルの電気絶縁層のポリマ性に応じ
て選択でき、すなわち：電気ケーブルの電気絶縁層が熱可塑性層である場合には空間電荷
トラップ層を熱可塑性層とし、それが熱硬化性層である場合には空間電荷トラップ層を熱
硬化性層とし、それがエラストマ層である場合には空間電荷トラップ層をエラストマ層と
する。
【００５４】
　本発明において、好ましくは、有機ポリマは、ホモポリマまたはコポリマ・オレフィン
・タイプのポリオレフィンであってもよい。
【００５５】
　電気ケーブルの電気絶縁層のポリマ性に応じて、エチレンポリマ（エチレンホモポリマ
またはエチレンコポリマ）またはプロピレンポリマ（プロピレンホモポリマまたはプロピ
レンコポリマ）が好ましく使用されることになる。
【００５６】
　エチレンポリマの例として、リニア型低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリ
エチレン（ＬＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰ
Ｅ）、エチレン‐酢酸ビニルコポリマ（ＥＶＡ）、エチレン‐アクリル酸ブチルコポリマ
（ＥＢＡ）、アクリル酸メチル（ＥＭＡ）、およびアクリル酸エチル（ＥＥＡ）、エチレ
ン‐α‐オレフィンコポリマ、ポリエチレンブテン（ＰＥＢ）、エチレン‐プロピレンコ
ポリマ（ＥＰＲ）、たとえばエチレンプロピレンジエン（ＥＰＤＭ）のターポリマおよび
これらの混合物が挙げられる。
【００５７】
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　本発明のポリマ組成物は、組成物内重量比１００部のポリマ（１つまたは複数）に対し
て重量比５０．０部超の有機ポリマ、好ましくは前記組成物内重量比１００部のポリマ（
１つまたは複数）に対して少なくとも重量比７０部の有機ポリマ、特に好ましくは前記組
成物内重量比１００部のポリマ（１つまたは複数）に対して少なくとも重量比９０部の有
機ポリマを包含してもよい。
【００５８】
　特に有利には、ポリマ組成物の構成ポリマ（１つまたは複数）を１つまたは複数の有機
ポリマだけ、かつ好ましくは１つまたは複数のポリオレフィンだけとする。
【００５９】
　本発明に従ったポリマ組成物は、さらに、少なくとも１つの保護剤、たとえば抗酸化剤
を包含してもよい。
【００６０】
　スコーチ防止剤；潤滑剤またはワックス等の処理を容易にする作用剤；相溶化剤；およ
び／または結合剤等の当業者に周知のそのほかの添加物および／またはほかのフィラーを
本発明のポリマ組成物に追加してもよい。
【００６１】
　本発明のポリマ組成物は、当業者に周知のテクニックを使用して架橋されてもよい。た
とえば、ポリマ組成物は、可能性としてさらに、遊離基の発生源等の架橋作用剤、たとえ
ば有機過酸化物等を包含する。
【００６２】
　有機過酸化物が使用される場合には、好ましくはポリマ組成物に、前記リニア型フィラ
ー存在時の前記有機過酸化物の有効性の増加を可能にする作用剤が加えられる。その種の
作用剤は当業者に周知であり、例えば、シアヌル酸トリアリルであってもよい。
【００６３】
　本発明の電気ケーブルの１つの特定の実施態様においては、第１の半導体層、電気絶縁
層、および第２の半導体層が３層絶縁を形成する。言い換えると、電気絶縁層が第１の半
導体層と直接物理的に接触し、第２の半導体層が電気絶縁層と直接物理的に接触する。
【００６４】
　本発明の電気ケーブルは、第２の半導体層を取り巻くそのほかの要素を包含することも
あり、それらのそのほかの要素は当業者に周知である。
【００６５】
　本発明の電気ケーブル・フィッティングは、より詳細に述べると、前記ケーブルの前記
端のうちの少なくとも１つ、すなわち前記フィッティングと結合されるか、または結合が
意図されている端を取り巻く。
【００６６】
　デバイスが本発明に従った複数の電気ケーブルを包含するとき、前記電気ケーブルのそ
れぞれは、前記フィッティングと結合されているか、または結合が意図されている端を包
含する。したがって、電気ケーブル・フィッティングは、特に前記ケーブルのそれぞれの
前記端を取り巻く。
【００６７】
　例として、本発明の電気ケーブル・フィッティングは、ジョイントまたは終端部とする
ことができ、これら２つのタイプのフィッティングは当業者に周知である。
【００６８】
　電気ケーブル・ジョイントは、２本の電気ケーブルを互いに接続すること可能にし、ジ
ョイントは、それらの２本の電気ケーブルを取り巻く。より詳細に述べれば、接続が意図
された各電気ケーブルの端は、前記ジョイントの内側に位置決めされる。
【００６９】
　ジョイントの内側に少なくとも部分的に位置決めされる電気絶縁層がケーブルの第２の
半導体層によって覆われないように、各電気ケーブルの前記端において、第１の半導体層
、電気絶縁層、および第２の半導体層のうちケーブルの第２の半導体層が少なくとも部分
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的に剥かれる。
【００７０】
　接合部は、接続が意図された各電気ケーブルの端を取り巻く１つまたは複数の半導体要
素を包含する。この又はこれらの半導体要素は、デバイスに電圧が印加されるときに電界
のジオメトリをコントロールすることについて周知である。
【００７１】
　電気ケーブル終端部は、電気ケーブルを取り巻く。より詳細に述べれば、電気ケーブル
の端が前記終端部の内側に位置決めされる。
【００７２】
　終端部の内側に少なくとも部分的に位置決めされる電気絶縁層がケーブルの第２の半導
体層によって覆われないように、電気ケーブルの前記端において、第１の半導体層、電気
絶縁層、および第２の半導体層のうちケーブルの第２の半導体層が少なくとも部分的に剥
かれる。
【００７３】
　終端部は、電気ケーブルを取り巻く半導体要素を包含する。この半導体要素は、デバイ
スに電圧が印加されるときに電界のジオメトリをコントロールすることについて周知であ
る。
【００７４】
　特に本発明の第１、第２、および／または第３の態様を参照する本発明の１つの特定の
実施態様においては、空間電荷トラップ層が電気ケーブルの電気絶縁層を取り巻く。好ま
しくはそれが、電気ケーブルの電気絶縁層の周囲に少なくとも部分的に巻かれる層の形式
をとる。この巻き付けられた層は、電気ケーブルの第２の半導体層を覆う部分、または電
気ケーブルの第２の半導体層によって覆われる部分を有してもよい。
【００７５】
　本発明の別の特定の実施態様においては、空間電荷トラップ層をフィッティング上にも
位置決めできる。それを、フィッティングのモールドに使用されるモールディング装置の
内部マンドレル上に準備することができる。その後、そのように修正されたマンドレル上
において従来的にフィッティングがモールドされる。最後にマンドレルが取り外される。
【００７６】
　本発明によれば、電気ケーブルの電気絶縁層と物理的に接触する空間電荷トラップ層の
厚さは、デバイスの長さにわたって実質的に一定であってもよい。例として、それが、少
なくとも０．５ｍｍの厚さを有してもよい。
【００７７】
　より詳細に述べれば、トラップ層が、さらにケーブルの第２の半導体層を少なくとも部
分的に覆う１つまたは複数の部分を包含するとき、前記部分は、電気ケーブルの電気絶縁
層と物理的に接触する空間電荷トラップ層の厚さより薄い厚さを有してもよい。
【００７８】
　本発明のこのほかの特徴および利点は、以下の例に照らして、また図面を参照した説明
から明らかになるであろうが、前記例および図面は、完全に非限定的な例として与えられ
ている。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明に従った２本の電気ケーブルの端を取り巻くジョイントを包含するデバイ
スの長さ方向の概略断面図を示す。
【図２ａ】本発明の第１の変形に従った単一の電気ケーブルの端を取り巻く終端部を包含
するデバイスの長さ方向の概略断面図を示す。
【図２ｂ】本発明の第２の変形に従った単一の電気ケーブルの端を取り巻く終端部を包含
するデバイスの長さ方向の概略断面図を示す。
【図３】本発明に従ったケーブルの全長に延びる空間電荷トラップ層を伴う電気ケーブル
を包含するデバイスの概略図を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００８０】
　簡明のため、同一要素は、同一の参照によって指定する。同様に、本発明の理解に欠か
せない要素のみを略図的に示し、縮尺にも従っていない。
【００８１】
　図１は、デバイス１０１を示しており、当該デバイスは、
　‐　第１の半導体層（図示せず）によって取り巻かれる電気導体１１ａ、第１の半導体
層を取り巻く電気絶縁層１３ａ、および電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層１４ａを包
含する第１の電気ケーブル１０ａと、
　‐　少なくとも１つの第１の半導体層（図示せず）によって取り巻かれる電気導体１１
ｂ、第１の半導体層を取り巻く電気絶縁層１３ｂ、および電気絶縁層を取り巻く第２の半
導体層１４ｂを包含する第２の電気ケーブル１０ｂを包含する。
【００８２】
　デバイス１０１は、さらに、前記電気ケーブル１０ａおよび１０ｂを取り巻くジョイン
ト２０を包含する。より詳細に述べれば、電気ケーブル１０ａおよび１０ｂはそれぞれ、
ジョイント２０によって取り巻かれることが意図された端１０’ａおよび１０’ｂを包含
する。
【００８３】
　ジョイント２０の本体は、第１の半導体要素２１および第２の半導体要素２２を包含し
、これらの要素は、電気絶縁要素２３によって分離され、前記半導体要素２１、２２、お
よび前記電気絶縁要素２３は、電気ケーブル１０ａおよび１０ｂの端１０’ａおよび１０
’ｂを取り巻く。
【００８４】
　このジョイント２０は、第１のケーブル１０ａが第２のケーブル１０ｂと電気的に接続
されること、特に電気コネクタ２４によって接続されることを可能にする。
【００８５】
　各電気ケーブル１０ａおよび１０ｂの端１０’ａ、１０’ｂにおいては、少なくとも部
分的にジョイント２０の内側に位置決めされる電気絶縁層１３ａ、１３ｂがケーブルの第
２の半導体層１４ａ、１４ｂによって覆われないように第２の半導体層１４ａ、１４ｂが
少なくとも部分的に剥かれる。
【００８６】
　第１の電気ケーブルの端１０’ａは、さらに、本発明に従って巻き付けられた空間電荷
トラップ層１５ａ（図１の長さ方向の断面図内に示される）を包含し、空間電荷トラップ
層１５ａは、電気ケーブルの電気絶縁層１３ａと物理的に接触し、かつジョイント２０の
半導体要素２１および２２と物理的に接触するように電気ケーブルの第２の半導体層１４
ａを少なくとも部分的に置換し、電気絶縁層１３ａを取り巻く。空間電荷トラップ層１５
ａは、さらに、フィッティングの前記電気絶縁層２３とも物理的に接触する。
【００８７】
　第２の電気ケーブルの端１０’ｂは、さらに、本発明に従って空間電荷トラップ層１５
ｂ（図１の長さ方向の断面図内に示される）を包含し、空間電荷トラップ層１５ｂは、電
気ケーブルの電気絶縁層１３ｂと物理的に接触し、かつジョイント２０の半導体要素２１
および２２と物理的に接触するように電気ケーブルの第２の半導体層１４ｂを少なくとも
部分的に置換し、電気絶縁層１３ｂを取り巻く。空間電荷トラップ層１５ｂは、さらに、
フィッティングの前記電気絶縁要素２３とも物理的に接触する。
【００８８】
　さらにまた層１５ａ、１５ｂは、第２の半導体層１４ａ、１４ｂを少なくとも部分的に
覆う。
【００８９】
　図２ａは、第１の半導体層１２ｃによって取り巻かれる電気導体１１ｃ、第１の半導体
層を取り巻く電気絶縁層１３ｃ、および電気絶縁層を取り巻く第２の半導体層１４ｃを包
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含する単一の電気ケーブル１０ｃを包含するデバイス１０２を示している。
【００９０】
　このデバイス１０２は、さらに、前記電気ケーブル１０ｃを取り巻く終端部３０を包含
する。より詳細に述べれば、電気ケーブル１０ｃは、終端部３０によって取り巻かれるこ
とが意図された端１０’ｃを包含する。
【００９１】
　終端部３０の本体は、半導体要素３１および電気絶縁要素３２を包含し、前記半導体要
素３１および前記電気絶縁要素３２は、電気ケーブル１０ｃの端１０’ｃを取り巻く。
【００９２】
　電気ケーブル１０ｃの前記端１０’ｃにおいては、少なくとも部分的に終端部３０の内
側に位置決めされる電気絶縁層１３ｃがケーブルの第２の半導体層１４ｃによって覆われ
ないように第２の半導体層１４ｃが少なくとも部分的に剥かれる。
【００９３】
　電気ケーブルの端１０’ｃは、さらに、本発明に従って巻き付けられた空間電荷トラッ
プ層１５ｃ（図２の長さ方向の断面図内に示される）を包含し、空間電荷トラップ層１５
ｃは、電気ケーブルの電気絶縁層１３ｃと物理的に接触し、かつ終端部３０の半導体要素
３１と物理的に接触するように電気ケーブルの第２の半導体層１４ｃを少なくとも部分的
に置換し、電気絶縁層１３ｃを取り巻く。空間電荷トラップ層１５ａは、さらに、前記電
気絶縁要素３２とも物理的に接触し、電気絶縁要素３２を超えて延びてもよい。
【００９４】
　さらにまた層１５ｃは、第２の半導体層１４ｃを少なくとも部分的に覆う。
【００９５】
　図２ｂは、空間電荷トラップ層１５ｃの位置が異なることを除けば図２ａに示されてい
るものに等しいデバイス１０２を示す。特に、層１５ｃが第２の半導体層１４ｃを覆わず
、その逆に第２の半導体層１４ｃによって部分的に覆われる。したがって、それは、電気
絶縁層１３ｃと第２の半導体層１４ｃの間に部分的に位置決めされている。
【００９６】
　図１、２ａ、および２ｂにおいては、多様な空間電荷トラップ層１５ａ、１５ｂ、１５
ｃが、それぞれ電気ケーブルの電気絶縁層１３ａ、１３ｂ、１３ｃと、それぞれのケーブ
ルが結合される電気ケーブル・フィッティングの半導体要素２２、３１の間に位置決めさ
れている。
【００９７】
　図３は、電気ケーブル１０ｄを包含するデバイスを示している。この電気ケーブルは、
第１の半導体層、電気絶縁層、ケーブルの全長に押し出し成形される層からなる本発明に
従った空間電荷トラップ層、および第２の半導体層によって連続して同軸で取り巻かれた
細長い中心電気導体１１ｄを包含する。空間電荷トラップ層は、電気絶縁層および第２の
半導体層と物理的に接触する。
【００９８】
　この電気ケーブルのこれらの４つの層は、当業者に周知のテクニックを使用して押し出
し成形される層である。
【００９９】
　例として、電気ケーブル１０ａ、１０ｂ、１０ｃおよび１０ｄの電気絶縁層が低密度ポ
リエチレンをベースにした架橋ポリマ層であった場合、以下を包含するポリマ組成物から
空間電荷トラップ層１５ａ、１５ｂ、１５ｃおよび１５ｄが得られる。
　‐　重量比９７％の有機ポリマ、すなわちＢＰＤ２０００の名前でイネオス（ＩＮＥＯ
Ｓ）から販売されている２．３に等しい誘電体定数εを有する低密度エチレンポリマ（Ｌ
ＤＰＥ）；
　‐　重量比１％のリニア型フィラー、すなわちＶＵＬＣＡＮ　ＸＣ７２の名前でキャボ
ット（ＣＡＢＯＴ）から販売されている１０５に等しい誘電体定数εを有する非球体カー
ボンブラック；
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　‐　重量比１％の有機過酸化物；
　‐　重量比０．８％のシアヌル酸トリアリル；および
　‐　重量比０．２％の抗酸化剤。
【０１００】
　図１、２ａおよび２ｂのデバイスについては、当業者に周知のテクニックを使用して厚
さ１ｍｍのこのポリマ組成物の帯を押し出し成形する。フィッティングとの結合が意図さ
れた電気ケーブルの端のうちの少なくとも１つが剥かれた後（「電気絶縁層にアクセスす
るために第２の半導体層が部分的に剥かれる」を参照されたい）、その電気ケーブルの端
がその中に位置決めされることが意図されたフィッティングの半導体要素（１つまたは複
数）と電気ケーブルの電気絶縁層が物理的に接触できないように電気ケーブルの電気絶縁
層の周囲にその帯が巻かれる。その後それが、当業者に周知のテクニックを使用して熱的
に架橋される。このようにして形成された電気ケーブルの端が懸案のフィッティングの内
側に位置決めされる。
【０１０１】
　図３のデバイスについては、電気ケーブルの全長にわたって空間電荷トラップ層を形成
するために、このポリマ組成物が約１ｍｍの厚さで電気絶縁層の周囲に押し出し成形され
る。その後、この空間電荷トラップ層の周囲にケーブルの第２の半導体層が押し出し成形
される。空間電荷トラップ層は、第２の半導体層の押し出し成形前または後に、当業者に
周知のテクニックを使用して熱的に架橋されてもよい。変形実施態様において、電気ケー
ブルの４つの構成層のうちの少なくとも２つを、その電気ケーブルの電気導体の周囲に共
押し出し成形してもよい。
【０１０２】
　第２の半導体層および空間電荷トラップ層は、それぞれ、懸案のフィッティングの内側
における前記電気ケーブルの位置決めを可能にするためにその電気ケーブルの端の１つに
おいて部分的に剥かれる。
【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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